
  

一 

 
 

 

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

対
照
表 

（
ゴ
シ
ッ
ク
部
分
は
修
正
部
分
、
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

○ 

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
一
号
）
（
第
一
条
関
係
） 

修 

正 

案 

改 

正 

案 

現 

行 

法 

 

（
基
本
理
念
） 

第
一
条
の
二 

（
略
） 

２ 

こ
の
法
律
に
基
づ
く
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
っ

て
は
、
全
て
の
国
民
が
等
し
く
基
本
的
人
権
を
享

有
す
る
か
け
が
え
の
な
い
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ

る
べ
き
こ
と
に
鑑
み
、
国
民
が
そ
の
年
齢
、
障
害

の
有
無
そ
の
他
の
事
情
に
か
か
わ
ら
ず
等
し
く
、

移
動
し
又
は
施
設
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
各
施
設
等
に
お
け
る
移
動
等
円
滑
化
、
複
数

の
交
通
手
段
の
間
を
結
節
す
る
機
能
の
強
化
そ
の

他
の
必
要
な
環
境
の
整
備
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

  

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る

用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

（
基
本
理
念
） 

第
一
条
の
二 

（
略
） 

               

 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

           

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る

用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。 



  

二 

 
一 

高
齢
者
、
障
害
者
等 

高
齢
者
で
日
常
生
活

又
は
社
会
生
活
に
心
身
の
機
能
上
の
制
限
を
受

け
る
も
の
、
障
害
者
そ
の
他
日
常
生
活
又
は
社

会
生
活
に
心
身
の
機
能
上
の
制
限
を
受
け
る
者

を
い
う
。 

 

二 

移
動
等
円
滑
化 
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移

動
又
は
施
設
の
利
用
に
係
る
心
身
の
負
担
を
軽

減
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
移
動
上
又
は
施
設

の
利
用
上
の
利
便
性
及
び
安
全
性
を
向
上
す
る

こ
と
を
い
う
。 

 

三
～
十
六 

（
略
） 

 

十
七 

特
別
特
定
建
築
物 

不
特
定
か
つ
多
数
の

者
が
利
用
し
、
主
と
し
て
高
齢
者
、
障
害
者
等

が
利
用
し
、
又
は
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
公

衆
の
避
難
の
用
に
供
さ
れ
る
特
定
建
築
物
で
あ

っ
て
、
移
動
等
円
滑
化
が
特
に
必
要
な
も
の
と

し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。 

 

十
八 

建
築
物
特
定
施
設 

出
入
口
、
廊
下
、
階

段
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
、
便
所
、
ホ
テ
ル
又
は
旅

館
の
客
室
、
敷
地
内
の
通
路
、
駐
車
場
そ
の
他

の
建
築
物
又
は
そ
の
敷
地
に
設
け
ら
れ
る
施
設

                     

 

一 

高
齢
者
、
障
害
者
等 

高
齢
者
又
は
障
害
者

で
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
に
身
体
の
機
能
上

の
制
限
を
受
け
る
も
の
そ
の
他
日
常
生
活
又
は

社
会
生
活
に
身
体
の
機
能
上
の
制
限
を
受
け
る

者
を
い
う
。 

 

二 

移
動
等
円
滑
化 

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移

動
又
は
施
設
の
利
用
に
係
る
身
体
の
負
担
を
軽

減
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
移
動
上
又
は
施
設

の
利
用
上
の
利
便
性
及
び
安
全
性
を
向
上
す
る

こ
と
を
い
う
。 

 

三
～
十
六 

（
略
） 

 

十
七 

特
別
特
定
建
築
物 

不
特
定
か
つ
多
数
の

者
が
利
用
し
、
又
は
主
と
し
て
高
齢
者
、
障
害

者
等
が
利
用
す
る
特
定
建
築
物
で
あ
っ
て
、
移

動
等
円
滑
化
が
特
に
必
要
な
も
の
と
し
て
政
令

で
定
め
る
も
の
を
い
う
。 

  

十
八 

建
築
物
特
定
施
設 

出
入
口
、
廊
下
、
階

段
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
、
便
所
、
敷
地
内
の
通
路
、

駐
車
場
そ
の
他
の
建
築
物
又
は
そ
の
敷
地
に
設

け
ら
れ
る
施
設
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い



  

三 

で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。 

 

十
九
～
二
十
八 

（
略
） 

  

（
国
の
責
務
） 

第
四
条 

国
は
、
第
一
条
の
二
の
基
本
理
念
に
の
っ

と
り
、
移
動
等
円
滑
化
の
促
進
の
た
め
の
施
策
を

総
合
的
か
つ
計
画
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る

責
務
を
有
す
る
。 

２ 

国
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
、
地
方
公
共
団
体
、

施
設
設
置
管
理
者
そ
の
他
の
関
係
者
と
協
力
し

て
、
基
本
方
針
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
施
設
設
置
管

理
者
の
講
ず
べ
き
措
置
の
内
容
そ
の
他
の
移
動
等

円
滑
化
の
促
進
の
た
め
の
施
策
の
内
容
に
つ
い

て
、
移
動
等
円
滑
化
の
進
展
の
状
況
等
を
勘
案
し

つ
つ
、
関
係
行
政
機
関
及
び
こ
れ
ら
の
者
で
構
成

す
る
会
議
に
お
け
る
定
期
的
な
評
価
そ
の
他
こ
れ

ら
の
者
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措

置
を
講
じ
た
上
で
、
適
時
に
、
か
つ
、
適
切
な
方

法
に
よ
り
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

    

（
国
の
責
務
） 

第
四
条 

    
 

国
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
、
地
方
公
共
団
体
、

施
設
設
置
管
理
者
そ
の
他
の
関
係
者
と
協
力
し

て
、
基
本
方
針
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
施
設
設
置
管

理
者
の
講
ず
べ
き
措
置
の
内
容
そ
の
他
の
移
動
等

円
滑
化
の
促
進
の
た
め
の
施
策
の
内
容
に
つ
い

て
、
移
動
等
円
滑
化
の
進
展
の
状
況
等
を
勘
案
し

つ
つ
、
関
係
行
政
機
関
及
び
こ
れ
ら
の
者
で
構
成

す
る
会
議
に
お
け
る
定
期
的
な
評
価
そ
の
他
こ
れ

ら
の
者
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措

置
を
講
じ
た
上
で
、
適
時
に
、
か
つ
、
適
切
な
方

法
に
よ
り
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

う
。 

 

十
九
～
二
十
八 

（
略
） 

  

（
国
の
責
務
） 

第
四
条 

（
新
設
） 

    
 

国
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
、
地
方
公
共
団
体
、

施
設
設
置
管
理
者
そ
の
他
の
関
係
者
と
協
力
し

て
、
基
本
方
針
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
施
設
設
置
管

理
者
の
講
ず
べ
き
措
置
の
内
容
そ
の
他
の
移
動
等

円
滑
化
の
促
進
の
た
め
の
施
策
の
内
容
に
つ
い

て
、
移
動
等
円
滑
化
の
進
展
の
状
況
等
を
勘
案
し

つ
つ
、
こ
れ
ら
の
者
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め

に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
上
で
、
適
時
に
、
か
つ
、

適
切
な
方
法
に
よ
り
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に

基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

  



  

四 

３ 
国
は
、
教
育
活
動
、
広
報
活
動
等
を
通
じ
て
、

移
動
等
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
国
民
の
理
解
を

深
め
る
と
と
も
に
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
公
共

交
通
機
関
を
利
用
し
て
移
動
す
る
た
め
に
必
要
と

な
る
支
援
そ
の
他
の
移
動
等
円
滑
化
の
実
施
に
関

す
る
国
民
の
協
力
を
求
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

  

（
地
方
公
共
団
体
の
責
務
） 

第
五
条 

地
方
公
共
団
体
は
、
第
一
条
の
二
の
基
本

理
念
に
の
っ
と
り
、
国
の
施
策
に
準
じ
て
、
移
動

等
円
滑
化
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
総

合
的
か
つ
計
画
的
に
実
施
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

  

（
公
共
交
通
事
業
者
等
の
基
準
適
合
義
務
等
） 

第
八
条 

（
略
） 

２ 

公
共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準
を
定
め
る
に
当

た
っ
て
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ

ー
ム
か
ら
の
転
落
の
防
止
そ
の
他
旅
客
施
設
及
び

車
両
等
に
お
け
る
安
全
の
確
保
に
十
分
に
配
慮
す

２ 

国
は
、
教
育
活
動
、
広
報
活
動
等
を
通
じ
て
、

移
動
等
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
国
民
の
理
解
を

深
め
る
と
と
も
に
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
公
共

交
通
機
関
を
利
用
し
て
移
動
す
る
た
め
に
必
要
と

な
る
支
援
そ
の
他
の
移
動
等
円
滑
化
の
実
施
に
関

す
る
国
民
の
協
力
を
求
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

              

２ 

国
は
、
教
育
活
動
、
広
報
活
動
等
を
通
じ
て
、

移
動
等
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
国
民
の
理
解
を

深
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
実
施
に
関
す
る
国
民
の

協
力
を
求
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

     

（
地
方
公
共
団
体
の
責
務
） 

第
五
条 

地
方
公
共
団
体
は
、
国
の
施
策
に
準
じ
て
、

移
動
等
円
滑
化
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

    

（
公
共
交
通
事
業
者
等
の
基
準
適
合
義
務
等
） 

第
八
条 

（
略
） 

（
新
設
） 

   



  

五 

る
も
の
と
す
る
。 

３
・
４ 
（
略
） 

５ 

公
共
交
通
事
業
者
等
は
、
第
一
項
又
は
前
項
の

規
定
に
基
づ
き
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
意
見

を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

６
・
７ 

（
略
） 

  

（
旅
客
施
設
及
び
車
両
等
に
係
る
基
準
適
合
性
審

査
等
） 

第
九
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

主
務
大
臣
は
、
新
設
旅
客
施
設
等
の
う
ち
車
両

等
（
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
審
査
を
行
う
も
の
を

除
く
。
）
若
し
く
は
前
項
の
政
令
で
定
め
る
法
令
の

規
定
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る

旅
客
施
設
に
つ
い
て
前
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反

し
て
い
る
事
実
が
あ
り
、
又
は
新
設
旅
客
施
設
等

に
つ
い
て
同
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る

事
実
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
共
交
通
事
業

                     

 

２
・
３ 

（
略
） 

（
新
設
） 

    

４
・
５ 

（
略
） 

  

（
旅
客
施
設
及
び
車
両
等
に
係
る
基
準
適
合
性
審

査
等
） 

第
九
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

主
務
大
臣
は
、
新
設
旅
客
施
設
等
の
う
ち
車
両

等
（
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
審
査
を
行
う
も
の
を

除
く
。
）
若
し
く
は
前
項
の
政
令
で
定
め
る
法
令
の

規
定
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る

旅
客
施
設
に
つ
い
て
前
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反

し
て
い
る
事
実
が
あ
り
、
又
は
新
設
旅
客
施
設
等

に
つ
い
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る

事
実
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
共
交
通
事
業



  

六 

者
等
に
対
し
、
当
該
違
反
を
是
正
す
る
た
め
に
必

要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で

き
る
。 

  

（
公
共
交
通
特
定
事
業
の
実
施
） 

第
二
十
八
条 

（
略
） 

２
～
５ 

（
略
） 

６ 

公
共
交
通
事
業
者
等
は
、
公
共
交
通
特
定
事
業

計
画
を
定
め
、
若
し
く
は
変
更
し
、
又
は
こ
れ
に

基
づ
き
公
共
交
通
特
定
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
主
務
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
意
見
を

反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

  

（
事
故
の
情
報
の
把
握
等
） 

第
五
十
二
条
の
三 

国
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
が

日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
に
お
い
て
利
用
す
る
施

設
等
に
お
け
る
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
生
命
又
は

身
体
に
係
る
事
故
の
う
ち
、
当
該
施
設
等
の
構
造

又
は
設
備
に
起
因
す
る
も
の
に
関
す
る
情
報
を
把

                     

者
等
に
対
し
、
当
該
違
反
を
是
正
す
る
た
め
に
必

要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で

き
る
。 

  

（
公
共
交
通
特
定
事
業
の
実
施
） 

第
二
十
八
条 

（
略
） 

２
～
５ 

（
略
） 

（
新
設
） 

        

（
新
設
） 

    



  

七 

握
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

と
と
も
に
、
そ
の
内
容
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

   

 
 



  

八 

○ 

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
一
号
）
（
第
二
条
関
係
） 

（
ゴ
シ
ッ
ク
部
分
は
第
一
条
関
係
の
修
正
部
分
・
傍
線
部
分
は
第
二
条
関
係
の
改
正
部
分
・
波
線
部
分
は
第
二
条
関
係
の
修
正
部
分
） 

修 

正 
後
（
第
二
条
関
係
） 

修 

正 

前
（
第
二
条
関
係
） 

修 

正 

後
（
第
一
条
関
係
） 

修 

正 

前
（
第
一
条
関
係
） 

 

（
公
共
交
通
事
業
者
等
の
基
準
適
合

義
務
等
） 

第
八
条 

（
略
） 

２
～
５ 

（
略
） 

６ 

公
共
交
通
事
業
者
等
は
、
高
齢

者
、
障
害
者
等
に
対
し
、
こ
れ
ら
の

者
が
公
共
交
通
機
関
を
利
用
し
て

移
動
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
乗

降
に
つ
い
て
の
介
助
、
旅
客
施
設
に

お
け
る
誘
導
そ
の
他
の
支
援
を
適

切
に
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

７
・
８ 

（
略
） 

 

（
公
共
交
通
事
業
者
等
の
基
準
適
合

義
務
等
） 

第
八
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

公
共
交
通
事
業
者
等
は
、
高
齢

者
、
障
害
者
等
に
対
し
、
こ
れ
ら
の

者
が
公
共
交
通
機
関
を
利
用
し
て

移
動
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
乗

降
に
つ
い
て
の
介
助
、
旅
客
施
設
に

お
け
る
誘
導
そ
の
他
の
支
援
を
適

切
に
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

５
・
６ 

（
略
） 

 

（
公
共
交
通
事
業
者
等
の
基
準
適
合

義
務
等
） 

第
八
条 

（
略
） 

２
～
５ 

（
略
） 

（
新
設
） 

       

６
・
７ 

（
略
） 

 

（
公
共
交
通
事
業
者
等
の
基
準
適
合

義
務
等
） 

第
八
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

（
新
設
） 

       

４
・
５ 

（
略
） 

 


